
伊勢原市空家等対策計画（案）のパブリックコメントの実施結果について

１ 意見募集期間
令和７年４月１６日(水)～同年５月１５日(木)

２ 周知方法
広報いせはら４月１５日号、市ホームページ、いせはらくらし安心メール、市LINE公式アカウント

３ 閲覧場所
市役所１階ロビー、建築住宅課窓口、市立図書館、各公民館、市民活動サポートセンター、市ホームページ

４ 提出意見数
６件(４名)

５ 計画（案）への意見と対応方針について（別紙のとおり）
［対応区分］
A：ご意見を踏まえ、計画案に反映するもの(０件)
B：ご意見の趣旨が既に計画案に反映されているもの(３件)
C：今後、施策や事業の参考とするもの(１件)
D：ご意見として承ったもの(２件)

６ 今後の予定

・６月 公表（予定）
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伊勢原市空家等対策計画（案）のパブリックコメントの実施結果について

No. 該当項目 意見・提案等の内容(趣旨) 区分 対応方針

１

P25
3管理不全の空き
家等への対応
・条例制度の創設

東日本大震災や昨年の能登地震など、我が国では昨今自然災害
が多いように思います。伊勢原市は地勢的には津波の心配はない
でしょうが、建物の倒壊や道路などの崩壊の危険性は他の地域と
同様であろうと思われます。能登地震の復興に関する様々な報道
を目にすると、倒壊した建物が所有者の了承が得られないために、
長期間撤去できない映像も目にしました。そしてそれが交通の障
壁となり復興が遅れる一因となっている旨の報道もありました。
甚大な自然災害に襲われ、多くの建物が倒壊し、道路を塞ぐよ

うな状況に陥った時に、復興の妨げにならないよう、所有者の了
承の有無によらず撤去できる条例等があれば良いと思います。被
災時では遅いので、全壊になった建物の撤去に関しては、事前に
委任状のような形式で了承を得ても良いかも知れませんね。

Ｄ

本市の地域防災計画において、
災害により倒壊した建物が道路
を塞ぐ状況となった場合、災害
対策基本法などの関係法令によ
り、空き家も含め、国や県、道
路管理者など関係機関と連携し
て対応していくこととなります。
貴重な御意見をありがとうご

ざいました。

２

P24
2空き家等の利活
用の促進

現在は伊勢原に住んでいませんが、伊勢原に親族が住んでいる
ので意見致します。
親族の近所に空き家が何軒かあります。民泊にするか生活保護、

生活困窮世帯への低料金での貸し出し斡旋等を支援してはどうで
しょうか。
また、近隣のお年寄りや子供が集まるサロン的な利用もできな

くはないかと。または学生のシェアハウスにするとかはどうで
しょう。

Ｃ

今後、具体的な空き家の利活
用に関する取組みを進めていく
なかで、参考にさせていただき
ます。貴重な御意見をありがと
うございました。

７ 意見及び市の考え方
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伊勢原市空家等対策計画（案）のパブリックコメントの実施結果について

No. 該当項目 意見・提案等の内容(趣旨) 区分 対応方針

３ ー

・敷地北側に２０年？放置された母屋、物置、車庫等が放置され
たまま(住んでいる気配が無い)
・自分たちは敷地南側に新築で家を建てそちら側で居住。新居周
りの庭の手入れ等はこまめに行われている
・新居周りしか手入れをしないため広葉樹が高木になりすぎ枝が
我家の屋根に覆いかぶさり大量の落葉が竹林の笹と共に一面に舞
い落ちる。
・高木、竹林の影響で日が当たらず昼間でも屋内の証明が必要。
また、テレビの受信に影響が出ている。風が強いと最悪。

Ｄ

本計画に基づき、管理不全の
空き家とならないよう、空き家
の発生抑制に取り組んでいきた
いと考えています。

４

P11
(2)空き家の実態調
査
P25
3管理不全の空き
家等への対応

６４件が宛先不明ということですが、相続人不存在が考えられ
ると思います。Ｐ２５に所有者不明の場合は略式代執行と記載さ
れていますが、略式代執行までは、なにも対応ができないと思い
ます。そこに至るまで、所有者不明の空き家対応の方法として、
「財産管理人制度の調査、検討、研究」を計画中に加えたらどう
でしょうか。 Ｂ

令和６年度に実施した空き家
等実態調査の宛先不明者につき
ましては、引き続き調査を継続
してまいります。また、所有者
が不明な空き家等の場合は、空
家等対策の推進に関する特別措
置法第１４条に基づき、民法に
規定する相続財産の清算人の選
任など、他法令も含め適切な対
応を行っていくことになります。

７ 意見及び市の考え方

Ｐ.3



伊勢原市空家等対策計画（案）のパブリックコメントの実施結果について

No. 該当項目 意見・提案等の内容(趣旨) 区分 対応方針

５

P23
1空き家の発生抑
制
(1)市民意識の醸
成・啓発

市民意識の醸成、啓発の対応として、単身高齢者と接する機会
の多い民生委員、福祉関係団体への協力を求めたらどうでしょう
か。（記載案）「福祉関係団体を通じた」を付け加える

Ｂ

御意見のとおり、計画に規定
する「関係機関や地域団体等と
の連携や協力」では、福祉関係
者等も含めて、取り組んでまい
ります。

６

P26
4マンションの適
正管理に関する周
知啓発
(1)管理状況の把握

管理状況の把握について、「調査することを検討します。」で
はなく、現状を把握するため、アンケート調査は必要と思います
が。５年間の中では「実態調査を実施する」のではないでしょう
か。 Ｂ

本市では、マンション管理組
合等の状況を把握していないた
め、まず実態把握をするための
効率・効果的な方法の検討を行
い、実施をしていくこととして
います。

７ 意見及び市の考え方
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